
京都市保健所運営協議会条例の改正について 

 

１ 条例改正の趣旨について 

 ○ 地方自治法第１３８条の４第３項に基づく附属機関について，本市では，平成２５年

１１月市会での議決を経て「京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例」を施行

するとともに，「京都市附属機関の設置及び運営に関する指針」を定めて附属機関の適

正な運営を図り，もって行政運営の透明性，公平性及び効率性を高め，市民の市政参加

を推進しているところであります。 

＜地方自治法第１３８条の４第３項＞ 

普通地方公共団体は法律又は条例の定めるところにより，執行機関の附属機関として自治紛争処
理委員，審査会，審議会，調査会その他の調停，審査，諮問又は調査のための機関を置くことができ
る。ただし，政令で定める執行機関については，この限りでない。 

 ○ 今般，附属機関の委員の選任に当たっては，法令等に定めがあるもの及び特別な事情

がある場合を除き， 

   ①委員の定員は，原則として２０名以内とすること。 

   ②市職員は，原則として附属機関の委員に任命しないこと等の方針について，全市的  

    に取扱いの徹底を図ること。 

  としました。 

 

２ 条例改正の内容について 

 ○ 上記１の方針に基づき，平成２６年１１月市会での議決を経て，京都市保健所運営協

議会条例第２条第１項を改正し，委員の定数について，従前３０人以内としていたとこ

ろ，２０人以内と改正しました（平成２７年１月８日施行）。 

＜京都市保健所運営協議会条例第２条第１項＞ 

 協議会は，委員２０人以内をもって組織する。 

  

３ 保健センター運営協議会の委員の見直しについて 

 ○ 京都市保健所運営協議会条例第６条による部会として設置している各保健センター

運営協議会については，現在，全ての協議会において本市職員を任命していること，さ

らに，委員人数が２０人を超えていることから，上記の方針に適合するよう改める必要

があります。 

 ○ このため，各保健センター協議会において，平成２７年３月末をもって，区長，福祉

事務所長等を解職するとともに，平成２８年４月１日の次回の委員全体改選時に委員定

数を２０人以下とするよう整理を図ります。 

○ なお，本市職員の解職後も，まちづくり及び福祉施策との連携によって地域保健を総

合的に推進する観点が重要であるため，引き続き関係職員が事務局側として協議会に出

席するなどして，協議会の運営に関わっていくこととします。 

  （参考）上京保健センター運営協議会の委員人数   ３０人 

       うち，市職員人数   ２人（上京区長，上京福祉事務所長） 

      市職員解職後の委員数 ２８人    

資料１ 


